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宝塚 
TAKARAZUKA―水を大切に― 

広 報  

 

□と　き 
　6月4日(土)午前10時～午後3時 
□集合時間　 
　午前10時、11時、午後1時、2時 
□ところ 
　小林浄水場（亀井町1番23号）� 0797-71-6540 
　阪急逆瀬川駅下車 徒歩15分（駐車場はありません） 
　※予約制 

6月1日～7日 水道相談所を開設 

浄水場の施設見学会を開催 

残留塩素濃度の測定や、パッキンの配布など 

□とき・ところ 
　6月 5 日(日)午前10時～午後５時 
   阪急逆瀬川駅前 アピア１ ふれあい広場 

　残留塩素の測定を希望される方は、採
水後１時間以内の新鮮な水を容器に入れ、
密封して持参ください。 
　係員がその場で残留塩素濃度を簡易測
定します。 

水道週間にあわせ、浄水場の施設見学会を開催しま
す。わたしたちの暮らしに欠かすことのできない水
道水の浄化される過程を見学してみませんか。 
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火 

平成 年４月

宝

市
は
、
平
成
十
七
年
四
月
か
ら
公
共
下
水
道
事
業
の
運

営
に
兵
庫
県
下
の
市
町
で
は
初
め
て

地
方
公
営
企
業
法

を

全
面
的
に
適
用
し
て
運
営
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
あ

わ
せ
水
道
局
と
下
水
道
部
局
の
組
織
を
統
合
し
、
上
下
水
道
局

が
発
足
。
な
お
、
初
代
の
上
下
水
道
事
業
管
理
者
に
は
前
水
道

事
業
管
理
者
の
南
隆
が
就
任
し
ま
し
た
。

本
市
は
公
共
下
水
道
事
業
に

地
方
公
営
企
業
法
の
全
部
を
適

用
（
別
掲
）
し
た
こ
と
に
と
も

な
い
、
水
道
局
と
組
織
を
統
合

し
ま
し
た
。
そ
の
目
的
は
、
次

の
と
お
り
で
す
。

す
で
に
水
道
料
金
と
下
水
道

使
用
料
は
一
括
し
て
徴
収
し
て

い
ま
す
が
、
水
道
や
下
水
道
の

利
用
者
の
問
合
わ
せ
は
水
道
局

と
市
役
所
と
に
別
れ
て
い
て
不

便
で
し
た
。
ひ
と
つ
の
組
織
に

し
て
利
用
者
の
利
便
性
を
向
上

さ
せ
ま
す
。

ま
た
、水
は
限
ら
れ
た
資
源
。

こ
れ
か
ら
は
自
然
や
環
境
に
も

配
慮
し
た
水
循
環
型
社
会
を
創

る
こ
と
が
重
要
で
す
が
、本
市
の

上
下
水
道
行
政
の
あ
り
方
に
つ

い
て
も
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。

な
お
、
水
道
事
業
と
公
共
下

水
道
事
業
は
そ
れ
ぞ
れ
厚
生
労

働
省
と
国
土
交
通
省
か
ら
事
業

の
認
可
を
得
て
い
ま
す
の
で
、

地方公営企業法の
全部適用って？

地方公営企業法の
全部適用とは、経営
の最高責任者として
管理者 を設置し、
事業の運営に関する
すべての事務を管理
者が行う制度で事業
の効率化が図れま
す。会計は企業会計
方式で行いますが、
企業会計方式のみを
採用する場合は 財
務規定の適用 とい
います。

水道や下水道に関する問い合せは、次のとおりです。

内 容 問い合わせ

○広報や経営全般
○工事契約や物品調達

総務課
（ ）

○水道料金や下水道使用料
○水道、下水道の使用開始や中止

営業課
（ ）

○給水設備や下水道排水設備の工事申請
（工事の申込みは市の指定業者へ）
○市の指定業者の問い合わせ
○水洗便所改造資金の助成申込み
○下水道受益者負担金

給排水設備課
（ ）

○水源の状況
○川下川ダムや浄水場について

浄水課
（ ）

○道路で水漏れしているとき
○濁り水がでたとき

配水課
（ ）

○水道水の水質について
水質検査課
（ ）

○水道の計画や工事について
水道建設課
（ ）

○水路の管理について
下水道管理課
（ ）

○下水道の計画や工事について
下水道建設課
（ ）

内 容 問い合わせ

組
織
の
統
合

に
よ
っ
て

も
、
水
道
事

業
と
公
共
下

水
道
事
業
を

混
同
す
る
こ

と
は
あ
り
ま

せ
ん
。
し
た

が
っ
て
、
予

算
や
決
算
、

資
金
管
理
も

そ
れ
ぞ
れ
事

業
ご
と
に
行

う
こ
と
に
変

わ
り
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、

二
事
業
を
ひ

と
つ
の
組
織

で
取
り
組

み
、
事
業
の

効
率
化
に
努

め
ま
す
。

水 道 事 業 公共下水道事業

宝 市制施行、水道課を設置

地方公営企業法の全部を適用

水道部に移行

水道局に移行

上下水道局に統合

昭和 年４月

昭和 年４月

昭和 年４月

昭和 年７月

昭和 年４月

平成 年４月

平成 年４月

平成 年４月

都市計画部下水道課を設置

下水道部に移行

土木部下水道整備室に移行

地方公営企業法の財務規定を適用

地方公営企業法の全部を適用し、

上下水道局に統合

宝 市の水道事業と公共下水道事業の組織の変遷

川
下
川
ダ
ム
の
貯
水
量
は
例
年
に
比
べ
て
低
下
し
て
い
ま

す
。
冬
期
は
例
年
以
上
の
貯
水
量
で
し
た
が
、
三

四
月
に
降

水
量
が
少
な
か
っ
た
こ
と
や
、
昨
秋
の
水
害
で
現
在
未
稼
働
の

生
瀬
浄
水
場
分
を
補
っ
て
い
る
た
め
で
、
引
き
続
き
節
水
に
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

古紙配合率 ％再生紙を使用しています
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◯表２：水道法に基づく水質基準項目の検査結果（平成 年４月から平成 年９月 最小値から最大値）
番

号
試 験 項 目 水質基準値

西谷サービスセンター
（玉瀬浄水場系）
検査回数と測定値

水質試験所
（惣川浄水場系）
検査回数と測定値

ゆずり葉緑地
（生瀬浄水場系）
検査回数と測定値

雲雀丘サービスステーション
（川面浄水場系）
検査回数と測定値

安倉中保育所
（小浜浄水場系）
検査回数と測定値

宝塚市上下水道局
（小林浄水場系）
検査回数と測定値

高司ふれ愛公園
（亀井浄水場系）
検査回数と測定値

中山台サービスステーション
（多田浄水場系）
検査回数と測定値

説 明

１ 一般細菌 １ 中 以下 ６ ０ ６ ０ ６ ０ ６ ０ ６ ０ ６ ０ ６ ０ ６ ０ 病原生物
の指標２ 大腸菌 検出されないこと ６ ０ ６ ０ ６ ０ ６ ０ ６ ０ ６ ０ ６ ０ ６ ０

３ カドミウム及びその化合物 ／ 以下 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６

無機物質
重 金 属

４ 水銀及びその化合物 ／ 以下 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６
５ セレン及びその化合物 ／ 以下 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６
６ 鉛及びその化合物※２ ／ 以下 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６
７ ヒ素及びその化合物 ／ 以下 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６
８ 六価クロム化合物 ／ 以下 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６
９ シアン化物イオン及び塩化シアン ／ 以下 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ／ 以下
フッ素及びその化合物 ／ 以下
ホウ素及びその化合物 ／ 以下 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６
四塩化炭素 ／ 以下 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６

一般有機
化学物質

ジオキサン ／ 以下 ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４
ジクロロエチレン ／ 以下 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６

シス ジクロロエチレン ／ 以下 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６
ジクロロメタン ／ 以下 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６
テトラクロロエチレン ／ 以下 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６
トリクロロエチレン ／ 以下 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６
ベンゼン ／ 以下 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６
クロロ酢酸 ／ 以下 ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４

消 毒 副
生 成 物

クロロホルム ／ 以下 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６
ジクロロ酢酸 ／ 以下 ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４
ジブロモクロロメタン ／ 以下 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６
臭素酸 ／ 以下 ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４
総トリハロメタン ／ 以下 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６
トリクロロ酢酸 ／ 以下 ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４
ブロモジクロロメタン ／ 以下 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６
ブロモホルム ／ 以下 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６
ホルムアルデヒド ／ 以下 ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４
亜鉛及びその化合物 ／ 以下 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６

色
アルミニウム及びその化合物 ／ 以下 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６
鉄及びその化合物 ／ 以下 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６
銅及びその化合物 ／ 以下 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６
ナトリウム及びその化合物 ／ 以下 味
マンガン及びその化合物 ／ 以下 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ 色
塩化物イオン ／ 以下

味カルシウム、マグネシウム等（硬度） ／ 以下 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６
蒸発残留物 ／ 以下 ８ ９ ８ ８ ８ ８ ８ ８
陰イオン界面活性剤 ／ 以下 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ 発 泡
ジェオスミン※３ ／ 以下 ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５

臭 気
２ メチルイソボルネオール※３ ／ 以下 ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５ ５
非イオン界面活性剤 ／ 以下 ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ 発 泡
フェノール類 ／ 以下 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ 臭 気
有機物（全有機炭素（ ）の量） ５ ／ 以下 ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ 味
値 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６

基 礎 的
性 状

味 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
臭気 異常でないこと 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし 異常なし
色度 ５度以下 ６ １ １ ７ １ ６ １ ６ １ ６ １ ６ １ ６ １ ６ １
濁度 ２度以下 ６ ７ ６ ６ ６ ６ ６ ６

１ 一般細菌 １ 中 以下 ６ ０ ６ ０ ６ ０ ６ ０ ６ ０ ６ ０ ６ ０ ６ ０ 病原生物
の指標２ 大腸菌 検出されないこと ６ ０ ６ ０ ６ ０ ６ ０ ６ ０ ６ ０ ６ ０ ６ ０

四塩化炭素 ／ 以下 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６

一般有機
化学物質

ジオキサン ／ 以下 ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４
ジクロロエチレン ／ 以下 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６

シス ジクロロエチレン ／ 以下 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６
ジクロロメタン ／ 以下 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６
テトラクロロエチレン ／ 以下 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６
トリクロロエチレン ／ 以下 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６
ベンゼン ／ 以下 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６

亜鉛及びその化合物 ／ 以下 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６

色
アルミニウム及びその化合物 ／ 以下 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６
鉄及びその化合物 ／ 以下 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６
銅及びその化合物 ／ 以下 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６

マンガン及びその化合物 ／ 以下 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ 色

陰イオン界面活性剤 ／ 以下 ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ ６ 発 泡

非イオン界面活性剤 ／ 以下 ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ 発 泡

有機物（全有機炭素（ ）の量） ５ ／ 以下 ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ ４ 味

平
成
十
七
年
度
の
水
道
事
業

会
計
予
算
の
概
要
は
、
次
の
と

お
り
で
す
。

平
成
十
七
年
度
末
の
給
水
人

口
を
二
十
二
万
六
千
人
と
想
定

し
、
年
間
の
総
配
水
量
を
二
千

五
百
六
十
四
万
立
方
メ
ー
ト
ル

（
一
日
当
た
り
約
七
万
二
百
四

十
六
立
方
メ
ー
ト
ル
）
と
見
込

ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、
料
金
徴

収
の
対
象
と
な
る
水
量
は
二
千

四
百
三
十
六
万
立
方
メ
ー
ト
ル

を
想
定
し
て
い
ま
す
。

予
算
の
主
な
内
容
は
、
左
図

の
と
お
り
で
す
。

○表１：玉瀬浄水場系の原虫検査結果（平成 年１月 日 ４月 日）
検査日 １月 日 １月 日 ２月 日 ３月 日 ４月 日

玉瀬原水（玉瀬浄水場の原材料の水）

ジアルジア 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

クリプトスポリジウム 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

玉瀬浄水（玉瀬浄水場で浄水処理した水）

ジアルジア 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

クリプトスポリジウム 不検出 不検出 不検出 不検出 不検出

検査日 １月 日 １月 日 ２月 日 ３月 日 ４月 日

玉瀬原水（玉瀬浄水場の原材料の水）

玉瀬浄水（玉瀬浄水場で浄水処理した水）

表１は、市北部地域の玉瀬浄水場系の

原虫（クリプトスポリジウムとジアルジ

ア）の検査結果で、昨年の 月 日の安

全宣言以降も引き続き検査しています

が、全て不検出です。

表２は、平成 年４月から平成 年９

月までに行った各浄水場系（８系統）の給

水栓水（蛇口の水）の水質検査結果（最小

値から最大値）で、法令基準に全て適合

しています。

なお、詳しくは水質検査課（

）にお問い合わせ下さい。

表１は、市北部地域の玉瀬浄水場系の

原虫（クリプトスポリジウムとジアルジ

ア）の検査結果で、昨年の 月 日の安

全宣言以降も引き続き検査しています

が、全て不検出です。

表２は、平成 年４月から平成 年９

月までに行った各浄水場系（８系統）の給

水栓水（蛇口の水）の水質検査結果（最小

値から最大値）で、法令基準に全て適合

しています。

なお、詳しくは水質検査課（

）にお問い合わせ下さい。
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一般有
機化学
物質

四塩化炭素

４ ４

ジオキサン 新基準項目

ジクロロエチレン

シス ジクロロエチレン

ジクロロメタン

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

ベンゼン

消毒副
生成物

クロロ酢酸

４ ４

新基準項目

クロロホルム

ジクロロ酢酸 新基準項目

ジブロモクロロメタン

臭素酸 新基準項目

総トリハロメタン

トリクロロ酢酸 新基準項目

ブロモジクロロメタン

ブロモホルム

ホルムアルデヒド 新基準項目

色

亜鉛及びその化合物

４ ４
アルミニウム及びその化合物 新基準項目

鉄及びその化合物

銅及びその化合物

味 ナトリウム及びその化合物
４ ４

色 マンガン及びその化合物

味

塩化物イオン

カルシウム、マグネシウム等（硬度）
４ 原則回数

より強化蒸発残留物

発泡 陰イオン界面活性剤 ４ ４

臭気
ジェオスミン

（注１） （注２）
新基準項目

２ メチルイソボルネオール 新基準項目

発泡 非イオン界面活性剤
４ ４

新基準項目

臭気 フェノール類

味覚 有機物（全有機炭素（ ）の量） 新基準項目

基礎的
性状

値

味

臭気

色度

濁度

（注１）原因藻類発生時期に月に１回（注２）原因藻類発生時期に月に１回以上

分類 項目
法令に基づく
原則回数（回／年）

宝塚市での
検査頻度（回／年）

備考

病原
生物

１ 一般細菌

２ 大腸菌 新基準項目

無機物
重金属

３ カドミウム及びその化合物

４ ４

４ 水銀及びその化合物

５ セレン及びその化合物

６ 鉛及びその化合物

７ ヒ素及びその化合物

８ 六価クロム化合物

９ シアン化物イオン及び塩化シアン

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
４ 原則回数

より強化フッ素及びその化合物

ホウ素及びその化合物 ４ ４ 新基準項目

分類 項目
法令に基づく
原則回数（回／年））

宝塚市での
検査頻度（回／年））

備考

水質検査計画の概要は、次のとおりです。

詳しくは市上下水道局ホームページをご覧ください。

（ ）

平成 年度宝塚市上下水道局水質検査計画の概要

基本方針 次の方針で水質検査を行います。

（１）検査地点

水道法（昭和 年法律第 号以下 法 という。）で義務づけられて

いる水道水の水質検査を給水栓（蛇口の水。以下同じ。）で行います。

その他、兵庫県水道用水供給事業からの受水点の浄水、浄水場の浄水

（浄水場出口の水。以下同じ。）、原水（浄水場入口の水及び水源。以

下同じ。）で水質検査をします。

（２）検査項目

検査項目は法令で義務づけられた水質基準項目、水質管理上留意すべ

き項目とされている水質管理目標設定項目、及び市独自の検査項目と

します。

（３）検査頻度

法令に基づく色及び濁り並びに消毒の残留効果に関する検査は、給水

栓で毎日行います。水質基準項目検査については、概ね月１回以上行

うとされている項目は月１回、その他の項目は概ね３箇月に１回とし

ます。

平成 年度宝塚市上下水道局水質検査計画の概要

法令に基づき市で行う水質検査（基準項目：給水栓）（基準項目：給水栓

▼ご意見の要旨 ▼上下水道局の考え方

（１）水質検査について

井戸水があるが水質検査の結
果、植木に使用している。水
道水の水質を伺いたい。

水道水の水質検査結果は、今回の水質検査計画案や上下水道局
のホームページ、水道広報で示していますのでご覧下さい。

月１回や３回の検査回数で大
丈夫か。

計画案でも示していますように給水栓水で色，濁り、消毒の残
留効果（遊離残留塩素）について１日１回以上の検査を実施し、
安全性の確認をしておりますのでご安心下さい。

検査結果が基準値を超えた場
合どうなるのか。

法令で定める水質基準項目の基準値を超えないような水処理を
行っています。万が一超えるようなことがあれば、広報も含め
適切な対応を行います。

浄水検査と給水栓水検査とは
同じものなので浄水検査を無
くし、その分を給水栓水検査
の回数や地点数を増やしては
どうか。

水質管理の面より、原水から浄水、給水栓水に至るまでの一連
の過程の水質挙動を把握することが重要であるとの認識から当
面原案通りで実施する考えです。

水道原水の検査回数が年２回
から４回となっていますが、
原水の種類により回数が変わ
るということですか。

本市の場合、原水はダム水、表流水、浅井戸水、深井戸水です
が、深井戸水は水質的に比較的安定しており、年２回の検査と
していますが、ダム水、表流水、浅井戸水は水質的な変動が大
きいため、年４回の検査を行います。

▼ご意見の要旨 ▼上下水道局の考え方

（１）水質検査について

浄水場により重点を置く項目
をかえて検査や回数を決めた
方が良いのではないか。

ご指摘の点につきましては、平成 年に新しい基準が施行され
たばかりで、これまで検査していない新規項目も多数あり、そ
の挙動や他の検査項目との相関等に留意しつつ、今後、総合的
に勘案していく必要があると考えています。

毎日検査の地点と定期検査地
点が相違する理由と検査場所
の選定方法は。

検査地点は当該水道により供給する水が水質基準に適合するか
どうかを判断できる場所を選定しています。毎日検査地点と定
期検査地点が相違するのはできるだけ多くの相違する場所で検
査を行い、相互にチェックをするとともにその挙動を調査し安
全確認しようとしています。

クリプトスポリジウム等の検
査回数が随時となっており、
検査を行う状況や検査地点に
ついてはどのように考えてい
るのか。

検査につきましては、指標菌の検出等から汚染の恐れがある場
合や指標菌の検出がなくとも、発生の汚染の可能性のある表流
水等の水源について、必要に応じて随時、検査していく考えで
す。

（２）精度管理について

宝塚市の水質試験所が信頼で
きる検査機関であるかを示す
ものはありませんか。

検査結果については上下水道局のホームページや水道広報でお
知らせをしております。水質検査についても県等の外部精度管
理に参画し検査の信頼性保証に努めています。今後とも、水質
検査の信頼性確保に努めて参ります。

（３）水処理計画について

検査計画の公表だけでなく、
水処理計画も出してくださ
い。

水質検査計画案の中で原水状況、水質管理上の事項や浄水処理
方法を示していますのでご覧ください。

（４）カビ臭等について

実際、カビ臭が発生した場合
の対応策

過去にダム水でカビ臭が発生しましたが、その際は、生物調査
等を随時行い選択取水、活性炭処理など適切な水処理に努めま
した。

ダム水のせいか過去何度か水
道水が臭いときがありまし
た。何とかならないものです
か。

水道水にカビ臭がついている場合は、ダムで臭いを付けるプラ
ンクトンなどの生物がその生育条件に合致したことから過剰に
発生したことが原因であると考えられます。今後、必要な検査
を行い十分、原水監視をし、適切な水処理に努めます。

（２）精度管理について

（３）水処理計画について

（４）カビ臭等について

水質検査計画（案）に対する意見募集の結果

頂いた意見の要旨と意見に対する上下水道局の考え方

・閲覧及び意見募集期間平成 年 月１日（水）から 日（金）まで

・閲覧者６名

・意見提出５名（延 項目） 水質検査について ：３名、８項目

精度管理について ：１名、１項目

水処理計画について：１名、１項目

カビ臭等について ：２名、２項目

水質検査計画（案）に対する意見募集の結果
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市上下水道局指定給水装置工事事業者一覧表（平成 年５月 日現在）
新築や増改築または水道修理などの水道工事は指定給水装置工事事業者に依頼してください。
市内の事業者は下記のとおりで、このほかに市外に営業所がある事業者もありますので、詳しくは市上下水道局給排水設備課までお問い合わせください。
なお、見積もりは複数の事業者からお取りいただくことをお勧めします。（ ）

事 業 所 名 所 在 地 電話番号
福本重機工業 宝塚市仁川旭ガ丘２番 号
大塚電化サービス 宝塚市仁川北３丁目４番４号
段設備 宝塚市小林５丁目 番 号
中央水道 宝塚市亀井町 番 号
大公設備工業所 宝塚市千種１丁目８番 号
玉川設備 宝塚市末成町 番 号
キムラ 宝塚市光明町６番 号
協同設備工業所 宝塚市大吹町 番４号
伊藤建設 宝塚市高司２丁目 番 号
高山工業 宝塚市高司３丁目６番 号
共栄設備工業 宝塚市高松町６番５号
光設備 宝 市高松町 番６号
福井設備工業所 宝塚市福井町 番５号
福井浄水工業所 宝塚市福井町 番 号
宝塚アーバンサービス 宝塚市東洋町１番３号
成和工業所 宝塚市逆瀬川１丁目 番５号
共和設備工業 宝 市伊孑志３丁目 番４号
協栄 宝 市伊孑志４丁目２番１号
登川設備 宝塚市伊孑志４丁目２番 号
竹林商会 宝塚市南口１丁目８番 号
延命寺商店 宝塚市南口２丁目 番２号
宝塚水道工業所 宝塚市宝梅１丁目１番 号
本部設備 宝 市長寿ガ丘４番８号
木本工業 宝塚市川面２丁目１番 号
イールド建設 宝塚市川面３丁目 番 号
オーガキ 宝塚市川面５丁目５番 号
渡邊建設 宝塚市武庫川町５番 号
野間設備 宝塚市清荒神２丁目８番９号
グローリー建設 宝塚市旭町２丁目２番 号
三和建設 宝塚市旭町３丁目２番 号
司興業 宝 市美座２丁目 番 号
宝塚水道工事業協同組合 宝塚市小浜３丁目２番 号
グラント 宝塚市小浜３丁目６番５号
ヤマジ建設 宝 市小浜４丁目１番１号
奥村設備工業 宝塚市小浜５丁目４番３号
アドバンス 宝塚市向月町２番 号
金山組 宝塚市鶴の荘 番 号

事 業 所 名 所 在 地 電話番号 事 業 所 名 所 在 地 電話番号
吉田設備工業 宝塚市米谷１丁目 番 号
秋田組 宝 市安倉中２丁目 番２号
アクアワークスコーポレーション 宝 市安倉中２丁目８番 号
山本土木 宝塚市安倉中５丁目 番 号

宝塚市安倉北３丁目１番 号
久保田工務店 宝塚市安倉北３丁目５番 号
山下水道工業 宝塚市安倉北５丁目 番２号
相大建設 宝塚市安倉西２丁目４番 号
松本工業 宝塚市売布１丁目 番４号
新栄商会 宝塚市売布２丁目２番７号
南設備工業 宝塚市売布２丁目 番 号
北出 宝塚市中山寺１丁目 番６号
岸田組 宝塚市中山寺１丁目 番 号
川口水道工業所 宝塚市三笠町７番８号
宝塚岸田建設 宝塚市三笠町８番 号
宝塚設備メンテナンス事業協同組合 宝塚市三笠町３番８号
吉川組 宝塚市泉町１番 号
大一建設 宝塚市泉町 番 号
上原建材工業 宝 市星の荘 番 号
竹内建設 宝塚市中筋７丁目 番４号
テナム 宝塚市中筋７丁目 番４号
ホームセンター中山 宝塚市中山桜台２丁目２番１号
松山土木 宝塚市山本丸橋２丁目 番地
堤工業 宝塚市山本中１丁目１番 号
青木設備 宝塚市山本台３丁目 番 号
安田設備宝塚営業所 宝塚市山本野里１丁目 １
水道社 宝塚市口谷東３丁目 １
藤川設備工業 宝塚市平井山荘 番 号
谷井水道工業所 宝塚市南ひばりが丘１丁目 番５号
． ． 設備 宝塚市南ひばりガ丘２丁目 番２号
協和 宝塚市南ひばりガ丘３丁目 番 号
ミツワテック宝塚 宝塚市大原野字中林 番地の１
ミヤビ設備工業所 宝塚市長谷字北阿弥陀 番地
クラモト住設 宝塚市切畑字宮ノ後 番地の１
東部装建 宝 市大原野字井上 番地の１
新三宝組 宝 市大原野字南向８番地の５

（地域別）

事 業 所 名 所 在 地 電話番号

水道メータの定期取替

設置後７年が経過した水道メータを業者に委託して
取り替えています。
取替えは、毎月 日から翌月の 日の間で、取替え
の前には各戸に お知らせ を入れていますので、取
替日に不都合がある場合は、直接委託業者にご連絡く
ださい。
なお、平成 年６月から平成 年３月までの取替え
予定地区は下表のとおりです。
詳しくは、市上下水道局営業課までお問い合わせさ
い。（ ）

※ 平成 年度の水道メータ取替委託業者は、次のとおりです。

○ 北 出 （ ）
○ 段設備 （ ）
○ 宝塚アーバンサービス （ ）

※ 水道メータは、計量法で有効期限が８年と規定されています。

水道メータの定期取替

上下水道局のホームページから水道の使用開始や中止
などの届け出ができます。
届け出ができる内容は、次のとおりです。
○水道使用の開始や中止
○水道使用者名義の変更
○料金の請求先の変更
ホームページから届け出する場合、使用者番号や水栓

番号などが必要ですので、 閉栓中の札 、 水道料金
の領収書 、 水道使用量のお知らせ を参照し、必要

項目に入力してください。入力後、送信ボタンをクリックすると入力
内容が市上下水道局営業課へ送信されます。受信後、３営業日以内に
確認のメールを送信しますのでご確認ください。（ ）
詳しくは、市上下水道局営業課にお問い合わせいただくか、上下水

道局ホームページをご覧ください。

水道の開栓や閉栓などの届け出は
インターネットからもできます。
水道の開栓や閉栓などの届け出は
インターネットからもできます。

水道モニター制度は、水道使用者にモニターになっていただき、モ
ニター会議やアンケート調査などで使用者の意見や要望などをお聞か
せいただく制度です。
モニターの募集要領は、次のとおりです。

平成 年度水道メータ取替予定地区

平成 年６月（６／ ７／ ）高司１丁目、千種３丁目

７月（７／ ８／ ）御殿山３・４丁目、三笠町

８月（８／ ９／ ）谷口町、仁川台

９月（９／ ／ ）桜ガ丘、寿町、安倉中１丁目

月（ ／ ／ ）高司２丁目、千種２丁目

月（ ／ ／ ）星の荘、安倉中２丁目

月（ ／ １／ ）高司３ ５丁目、塔の町

平成 年１月（１／ ２／ ）すみれガ丘１ ４丁目、川面字長尾山、泉町

２月（２／ ３／ ）千種１・４丁目、仁川うぐいす台、仁川団地

３月（３／ ３／ ）安倉北１ ５丁目

なお、大成町、大吹町地区は４月（４／ ５／ ）、御殿山１・２丁目、今
里町地区は５月（ ６／ ）の取替となっています。

応募資格
市内在住で、市の水道を使用
している 歳以上の方
平日に開催するモニター会議
（年４回程度）に出席できる方

募集人員
人程度（別に、市自治会連

合会からの推薦が 人）
ただし、申込み多数の場合は、
応募者の地域バランスを考慮し
て選考します。

任期
平成 年７月から平成 年６
月までの一年間

申し込み
６月 日（金）までに電話か

メールで市上下水道局総務課へ
（ 、 メー
ル ＠
）




